
盛岡地方裁判所における自己破産申立ての標準的な流れ資料２
（個人の本人申立てで価値のある財産がない場合）

申立人がするもの 裁判所がするもの 期間の経過を待つもの注

※説明書などをよく読んで必要なものを確認してください。申立てに必要なものの確認

※本人で申し立てる方のために説明会（集団）を実施しています。でき説 明 会 （ 集 団 ） 受 講
る限り必要なものを準備して参加していただき，ここで不足している☆裁判所来庁
ものや疑問点を確認すると早く準備ができます。

※申立てに必要なものを作ったり，集めてください。申立てに必要なものの作成と収集

※申立てに必要なものがそろったら，準備したものと印鑑を持って裁判申 立 書 用 紙 の 交 付
所においでください。準備ができたことを確認し，申立書用紙をお渡☆裁判所来庁
しします。

※必要なものが準備できていれば，そのときに申立書用紙の交付から受

付まで手続が進みます。

※必要なものを提出し，申立書用紙に記入して申立てをします。破産手続開始・免責申立て

※裁判所が，費用の納付手続や受理票の交付をします。受 付

※債権者に破産申立てをしたことを知らせるため，申立人から債権者に受 理 票 の 送 付
受理票のコピーを郵送してください（控え１枚を手元に残すこと）。

※必要に応じて，裁判官が直接事情を聞きますので，その日時が通知さ審 問 期 日
れたら必ず裁判所においでください。書類だけで事情を聞く必要がな☆裁判所来庁
い場合は，日時の通知がなく次の決定等が郵送されます。

※決定がされたときには，裁判所から書類が郵送されます。免責の手続破産手続開始・同時廃止決定
のために裁判所においでいただく日時が記載されていますので，その※官報掲載
日時には必ず裁判所においでください。

※裁判官が免責についての事情を確認します。破 産 者 審 尋 期 日
☆裁判所来庁

※決定がされたときには，裁判所から書類が交付または郵送されます。免 責 許 可 決 定
※官報掲載から２週間※官報掲載
（合計約５週間）

※一部の例外（破産法２５３条）を除き，破産宣告前の債務の支払義務免 責 許 可 決 定 確 定
が法律上なくなります。

※申立てから免責許可決定確定まで，通常概ね４か月かかります。

申立て及び問い合わせ先
（０１９）６２２－３２９４盛岡地方裁判所４階民事部書記官室破産係


